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東京都会計基準の位置づけ 

　　条文化

東京都会計基準

外部公表用

内部事務用

東京都会計事務規則 東京都公有財産規則

固定資産に関する
管理基準

有価証券及び出資金の減損

処理に関する実務指針
販売用不動産に関する

実務指針

退職給与引当金の取扱
いについて

公有財産台帳に登録する
か否かの判断例

開始貸借対照表作
成要領

複式検査実施要綱
東京都財務諸表作成

事務取扱要綱

東京都公有財産台帳
等処理要綱



④ 会計実務上、対応可能であること 
  → 従来の官庁会計との整合性 
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東京都会計基準の特色 

① 行政の特質を考慮したものであること 
  → 行政の特質 
    ・主たる収入である税と行政サービスとの非対価性 
    ・道路・橋梁など売却が不可能な資産を大量に保有 

② 財務諸表が住民にとってわかりやすいものであること 
  → 企業会計の貸借対照表、損益計算書、 
    キャッシュ・フロー計算書に準拠し、比較が容易 

③ 個別の事業改善に活用できる財務諸表であること 
  → 事業別の財務諸表を作成 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　５ページをお開きください。　このうち東京都会計基準は、会計処理などの基本的な考え方から、財務諸表の体系、各勘定科目の説明など財務諸表に係る詳細な内容を定めており、行政の特質を考慮して作成されています。　その特色の１つ目は、行政の特質を考慮したものであることということです。行政活動はそもそも利益の獲得を目的としたものではなく、また、収益と費用の間には必ずしも直接的な対価はありません。例えば教育や福祉、道路建設などの行政サービスの提供と、その財源としての税収には直接的な対価性はありませんし、あったとしても限定的です。また、民間企業が保有する資産は売却が可能ですが、自治体は道路や橋梁のように売却が難しく困難な多くの資産を有しています。このような行政の特質を考慮し策定されています。詳細につきましては７ページをご覧下さい。　２つ目は、財務諸表が住民にとってわかりやすいものであることということです。これは、財務諸表が民間で一般的に使用されている会計ルールと共通で、企業会計の貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書に準拠し、比較が容易であるということです。　３つ目は、個別の事務改善に活用できる財務諸表であることです。東京都では、会計別、局別、歳出目別といった予算科目の積み上げに沿った形で財務諸表を作成します。さらに、これとは別に「管理事業別」でも財務諸表を作成できます。管理事業を設定する目的は、個別の事業の経営管理を行えるようにするためで、民間企業で言えば、管理会計の考え方に該当するものです。東京都では、局の範囲であれば会計や予算体系にかかわりなく、局の権限で任意に管理事業を設定できるようにしました。　４つ目は、会計実務上、対応可能であることということです。自治体の会計事務には、地方自治法により出納整理期間が定められています。東京都の複式簿記・発生主義会計においても、官庁会計と決算数値との整合性を重視するため、年度終了後の出納閉鎖期間中の収入支出についてはその年度内の財務諸表に反映されることとなります。
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東京都の会計基準の特色① 
 

① 存立目的の相違 
 

  企業：利益の獲得を目的 
  行政：住民福祉の向上を目的 

・固定資産の勘定科目に、地方自治法にお 
 ける財産の分類を採用 
 

・民間企業における貸借対照表の「資本 
 （純資産）」を「正味財産」と表示 

③ 税と個別の行政サービスとの非対価性 
 
  企業：その経済活動と売上との間に直接的 
     な対価性がある 
  行政：税と個別の行政サービスとの間に直 
     接的な対価性を持たない 

・「税収」は行政サービスを提供するための 
 財源と定義 
 
・現世代の税負担(財源)と費用(行政サービ 
 スの享受)との対応を、行政コスト計算書 
 で表示 
 
・当期収支差額は利益（儲け）で はなく、 
 都市施設の整備や都債償還等に充当 

④ 予算統制の重要性 
 
  企業：経営判断により柔軟に資源を運用 
  行政：予算によってあらかじめ資源の使途 
     を限定することを重視 

・行政収入の勘定科目体系に、歳入予算科 
 目の「款」に準じた分類を採用 
 
・行政費用の勘定科目体系に、都の予算で 
 用いられている性質別の科目分類を採用 

② 将来の収入を見込めない資産の存在 
 
  企業：資産は活用や売却等により現金収入 
       を生み出しうる 
  行政：社会資本に代表されるような売却不 
       可能な資産を大量に保有 

・行政財産のうち、都民生活や都市活動に 
 必要不可欠な社会資本である、道路、橋 
 梁などは、「インフラ資産」として区分計上 
 
・行政サービス提供能力、整備・維持の 
 世代間負担を表示 

考慮すべき行政の特質 東京都の財務諸表の特色 

資産 負債

流動資産 流動負債

固定資産 固定負債

行政財産

建物

工作物

立木

船舶等

浮標等

土地

正味財産

貸　借　対　照　表

（平成Ｎ年３月３１日現在）

科　　目 科　　目

インフラ資産

普通財産

 有形固定資産

 無形固定資産

東京都の財務諸表 

通常収支の部

行政収支の部

行政収入

地方税

使用料及手数料

行政費用

給与関係費

物件費

維持補修費

扶助費

補助費等

減価償却費

金融収支の部

公債費（利子）

当期収支差額

科　　目

行政コスト計算書
自　平成Ｎ－１年４月１日

至　平成Ｎ年３月３１日
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東京都会計基準の特色②ｰ1 
～企業会計との整合性～ 

○会計処理面における準拠 
 ・日々仕訳による複式簿記の導入 
  （網羅性・検証可能性の確保） 
 
○資産評価における準拠 
 ・取得原価主義の採用 
  なお、有価証券等は強制評価減 
      棚卸資産は低価法        を採用 
 
○様式・表示における準拠 
 ・勘定（表示）科目面での準拠 



④正味財産変動計算書 
  正味財産の変動要因を表示 
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東京都会計基準の特色②ｰ2 
 ～様式面での企業会計との整合性～ 

東京都の財務諸表 民間企業の財務諸表 

①貸借対照表 
 
 
 

資  産 負  債 
正味財産 

①貸借対照表 
 
 
 

資  産 負  債 
純資産 

④株主資本等変動計算書 
  純資産の変動要因を表示 

②行政コスト計算書 
   
 

費  用 収  入 
②損益計算書 
    
 

費  用 収  益 

③キャッシュ・フロー計算書 
 
    
    
    

行政サービス活動 
社会資本整備等投資活動 
財務活動 

③キャッシュ・フロー計算書 
 
 
 
   

営業活動 
投資活動 
財務活動 



一般会計・B目

歳
出
項
別

一般会計・Ｅ項

局
別

局
別
会
計
別

管
理
事
業
別

管理事業　甲 管理事業　乙 一般会計・A目

歳
出
目
別

特別会計・局

特別会計一般会計

一般会計・局

会
計
別

作 成 単 位

局

特別会計・Z項一般会計・F項

一般会計・C目 一般会計・D目 特別会計・X目 特別会計・Y目

歳出目別データを
ダウンロード

↓
エクセルによる作成

財務会計システム
勘定残高データ

（歳出略科目別、管理
事業別でデータ作成）

帳票出力

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書

貸借対照表

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書

貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表

正味財産変動計算
書

キャッシュ・フロー計算
書

行政コスト計算
書貸借対照表
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東京都会計基準の特色③  
～「様々な財務諸表」～ 
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東京都会計基準の特色④ 
～実務に即した会計基準～ 

○現行の自治法の枠組み内での複式簿記・発生主義の導入 
 （１）出納整理期間の存在を考慮 
 （２）歳入歳出決算との整合性を重視 
 （３）地方自治法上の「財産」と貸借対照表に計上する「資産」の原則一致 
    
○実務を考慮した会計処理 
 （１）減価償却計算 
  ①取得翌年度からの償却開始（地方公共団体においては財産の所管替 
   が頻繁に行われるため） 
  ②道路資産における取替法の採用（良好な維持補修を条件に更新会計の 
   採用） 
 （２）実務的な重要性を考慮して、一部の会計基準は当面の間未適用 
   リース会計／退職給付会計／研究開発費等に関する会計基準／ 
   固定資産の減損会計  など 


	スライド番号 1
	東京都会計基準の位置づけ
	東京都会計基準の特色
	東京都の会計基準の特色①
	東京都会計基準の特色②ｰ1�～企業会計との整合性～
	東京都会計基準の特色②ｰ2� ～様式面での企業会計との整合性～
	東京都会計基準の特色③ �～「様々な財務諸表」～
	東京都会計基準の特色④�～実務に即した会計基準～

